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ハローワークから始まるお仕事探し・人材確保 

佐伯公共職業安定所広報 

2024 年 3 月号 

P 1 1  

P 2 3  

P 3 4 2024年 4月から時間外労働の上限規制が適用されます

P 3 5  

P 4 6  

P 4 7 

P 2 2  

1 
《事業主の皆さまへ》 

職業安定法施行規則の改正により 2024（令和 6）年 4 月 1 日以降、ハローワークに求人申込を行う場合は、
求人票に以下の①～③の明示をお願いします。 

① 従事すべき業務の変更の範囲 ※ ②  就業場所の変更の範囲  ※ 

採用後、将来の配置転換など雇入れ直後の業務と異な
る業務に配置される見込みがある場合には「仕事の内
容」欄に変更後の業務を明示してください。 
採用後に業務内容の変更する予定がない場合は「変更
範囲：変更なし」と明示してください。 

採用後、雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配

置される見込みがある場合は、「転勤の可能性」欄の「1.

あり」に〇をした上で、転勤範囲を明示してください。 

※「変更の範囲」とは雇入れ直後だけでなく将来の配置転換など今後の見込みも含めた締結する労働契約期間中での変更の範囲のことです。 

③ 有期労働契約を更新する場合の基準 ※ ※通算契約期間または更新回数の上限を含みます。 

・雇用期間の定めがあり、当初の予定の雇用期間終了
時点で契約更新をする可能性がある場合は「契約更
新の可能性」欄を「１.あり」に〇を付けてください。 

・更新継続が期待される場合は、「原則更新」、更新の
可能性はあるもののそれが確実でない場合は「条件
付きで更新あり」に〇を付けてください。 

■原則更新の場合は次のように明示ください。 

有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限あり 

「求人に関する特記事項」欄に 

更新上限：有（通算契約期間●年／更新回数▲回） 

※更新上限がない場合にその旨を記入する必要はありません。 

■条件付きで更新ありの場合は次のように明示ください。 

「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を記載 

有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限あり 

「契約更新の条件」欄に 

更新上限：有（通算契約期間●年／更新回数▲回） 

※更新上限がない場合にその旨を記入する必要はありません。 

詳しくはハローワーク佐伯 求人部門まで 
お問合せください。 ☎ 0972-24-8609 
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3 
《事業主の皆さまへ》 

Ｇビズ IDとは？ 

１つのＩＤ・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービス

です。 Gビズ IDの詳細・取得はコチラ https://gbiz-id.go.jp/top/ 

注意 Gビズ IDエントリーでは雇用関係助成金ポータルをご利用いただけません。 

【お問合せ先】 

大分労働局 

大分助成金センター 

☎ 097-535-2100 

Point 

３ 
Point 

1 
Point 

2 

社会保険労務士や代理人による申請にも対応しています。紙の申請と他の電子申請※も引き続きご利用いただけます。 ※e-Gov電子申請 

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、
全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。 
この法定雇用率の引上げなどについてお知らせいたします。 

法 定 

雇 用 率

令 和 

５年度 

令和 6 年 

4 月 

令和 8 年 

7 月 

民間企業の 
法定雇用率 

2.3% 2.5% 2.7% 

対象事業主 
の範囲 

43.5 
人以上 

40.0 
人以上 

37.5 
人以上 

障害者を雇用しなければならない対象事業主には
以下の義務があります。  

●毎年 6 月 1 日時点での障害者雇用状況のハローワーク
への報告 

●障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推
進者」の選任（努力義務） 

2 
《事業主の皆さまへ》 

精神障害者の算定特例の延長（令和５年４月以降） 
 ●週所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満の精神障
害者について当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等
に関係なく 1 カウントとして算定できるようになりました。 

一部の週所定労働時間 20 時間未満の方の雇用率
への算定（令和６年４月以降）  

●週所定労働時間が 10 時間以上 20 時間未満の精神障
害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、
雇用率上、0.5 カウントとして算定できるようになります。 

週 所 定 

労働時間 
30ｈ以上 

20ｈ以上 

30ｈ未満 

10ｈ以上 

20ｈ未満 

身体障害者 1 0.5 ― 

 重度 2 1 0.5 

知的障害者 1 0.5 ― 

 重度 2 1 0.5 

精神障害者 1 0.5※ 0.5 

※精神障害者である短時間勤務職員は、雇入れの日からの期間等に 
かかわらず、当分の間、１人をもって１人とみなします。 

 障害者雇用に関するお問合せ ハローワーク佐伯 求人部門 障害者雇用担当まで ☎0972-24-8609 
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5 
《求職者の皆さまへ》 

4 
《事業主の皆さまへ》 

時間外労働の上限規制については、2019（平成31）年4月から施行されています。 

2024（令和6）年4月から建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師の「働き方改革」を進めるため、

時間外労働の上限規制が適用となります。 

特設サイトやパンフレットなどで上限規制を再確認し、長時間労働の解消などによる労働環境の改善により、

働く人、一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。 

適用猶予業種の 
時間外労働の 

上限規制特設サイ
ト 
 

当日 
受付 
 

事前 
予約 
 

就職に対する心理的不安に専門の臨床心理士による相
談・アドバイスなど 【予約】ハローワーク佐伯、ふるさと

（臼杵・津久見）受付まで 

 

①9:10～10:10 ②10：30～11：30 （各 1名） 

会場：ハローワーク佐伯個別相談ブース 

 

3/14・28 第 2･4木曜 

日時により参加企業は全て異なります。詳細は、ハローワ

ーク佐伯総合受付までお問い合わせください。 

 

6日 10:00～16:00    13日 10:00～16:00 

27日 10:00～16:00    

会場：ハローワーク佐伯１F相談室 

3/6・13・27 第 1・2・4 水曜 

  
当日 
受付 

事前 
予約 
 

当日 
受付 

事 前 
申込み 

3/14 木曜   

求職活動の進め方、応募書類作成・模擬面接の実施など、
専門講師によるセミナー（定員各 10名） 

【申込み】ハローワーク佐伯、ふるさと（臼杵・津久見）受付 

 

13:30～15:30セミナー  15:30～16:30個別相談 

会場：ハローワーク佐伯２F会議室 

 

3/14・3/28 第 2・4 木曜 

福祉職場への就職についての不安、悩み、資格や職場体験

などの相談・情報提供 

【問】大分県福祉人材センター ☎ 097-552-7000 

 

10:00～12:00 会場：ハローワーク佐伯２F会議室 

 

ブランクが長いなど保育士への就職についての不安、悩

み、施設見学などの相談・情報提供 

【問】大分県保育士・保育所支援センター☎097-578-7330 
 

2023年度は 1/25開催分で終了しました 

働くことに悩みを抱えている方へのコンサルティング、就
職に向けてサポート（15～49 歳対象）【予約】おおいた地

域若者サポートステーション ☎ 0972-28-6117 

 

13:30～15:30 会場：ハローワーク佐伯１F相談室 

 

3/8 金曜 

10:00～12:00 会場：ハローワーク佐伯２F会議室 
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1月の新規求職者数は475人で前年同月より4.2%増加し、有効求職者数については0.3%増加しました。 

また、新規求人数は1000人で前年同月より22.1%増加し、有効求人数についても3.1%増加しました。 

有効求人数を有効求職者数で割った有効求人倍率は1.39倍で前月より0.12ポイント上昇し、前年同月比では0.04ポイント上昇しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

7 

来所者端末でお仕事を検索し、求人票や求人一覧表を印刷することができます。また、画像が登録されている場
合は求人企業の建物や職場風景等を見ることができます。 

ﾊﾛｰﾜｰｸ佐伯、ふるさとﾊﾛｰﾜｰｸの他、佐伯市役所、佐伯市各振興局、ﾄｷ

ﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ佐伯店、ﾏﾙﾐﾔｽﾄｱ中の島店、臼杵中央公民館、ｻﾝﾘﾌﾞ臼杵

店、ｻｰﾗﾃﾞうすき、野津庁舎、野津中央公民館、津久見市役所、津久

見市民会館、ﾏﾙｼｮｸ津久見店、ﾏﾙﾐﾔ津久見店、ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ港町店／ｾﾒﾝﾄ

町店、ｺｰﾌﾟ津久見、ﾅﾌｺ津久見、津久見市民図書館、津久見市公民館

に置いています。また、労働局ＨＰから閲覧、印刷できます。 

勤務時間や休日などの労働条件や学歴・経験・免許等の募集要件の確認、応募状況のお問い合わせなど、お気軽
にご相談ください。また、窓口職員が求人企業と連絡をとり、企業への「紹介状」を交付します。 

職業相談窓口では応募書類の書き方についてのアドバイスや添削を行
っています。 

【ハローワーク佐伯 1F】

再就職に役立つ知識、技術や資格を身につけて再就職の可能性を高め
る訓練をご案内しています。（受講には一定の条件があります。） 

【ハローワーク佐伯 1F】

概ね６０歳以上の方を対象に、求人情報提供、履歴書の書き方、面接
の受け方等の各種支援を行っています。 

就職後に職場内のトラブルなどでお悩みの方も、お気軽にご相談くだ
さい。相談の内容により専門の窓口（労働相談窓口等）への取り次ぎ
を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハローワーク佐伯
〒876-0811        ☎0972-24-8609 
佐伯市鶴谷町 1-3-28   

佐伯労働総合庁舎 1・2F 
 
開庁 平日 8:30～17:15   
休日  土曜・日曜・祝日 

年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

 
臼杵市ふるさとハローワーク
〒875-0041        ☎0972-64-0258 

臼杵市大字臼杵字洲崎 72-255 
 
津久見市ふるさとハローワーク 
〒879-2435        ☎0972-82-8609 
津久見市宮本町 18-12 

市役所横会議棟 2F 
 
《ふるさとハローワーク開庁日/時間》 

開庁 平日 9:30～17:00   

休日  土曜・日曜・祝日 

年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

 

【毎週金曜日発行】

ハローワークの地図、 
求人情報はこちら ⇒ 

1.39

ハローワーク佐伯管内

有効求
職者数

有　効
求人数

1,567 2,181

大分県 

有効求
職者数

有　効
求人数

1.41
18,216 25,700


